
豊 田 市 上 下 水 道 局 建 設 現 場 の 遠 隔 臨 場 に 関 す る 実 施 要 領  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  豊 田 市 上 下 水 道 局 が 発 注 す る 工 事 の 建 設 現 場 に お け る 確 認 及

び 立 会 等 に 遠 隔 臨 場 を 適 用 し て 、契 約 の 適 正 な 履 行 を 確 認 す る と と も

に 、現 場 施 工 管 理 の 迅 速 化 、効 率 化 を 達 成 し 、建 設 業 界 の 働 き 方 改 革

の 推 進 を 目 的 と す る 。  

 

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  本 要 領 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

２  遠 隔 臨 場 と は 、動 画 撮 影 用 の カ メ ラ 等 に よ り 撮 影 し た 映 像 、音 声 と  

Ｗ Ｅ Ｂ 会 議 シ ス テ ム 等 を 使 用 し て 、第 ３ 条 に 定 め る 工 事 標 準 仕 様 書 に

基 づ く 監 督 員 に よ る 確 認 及 び 立 会 い を 実 施 す る こ と を い う 。  

３  動 画 撮 影 用 の カ メ ラ 等 と は 、ウ ェ ア ラ ブ ル カ メ ラ 、マ イ ク 、ス マ ー

ト フ ォ ン 、 タ ブ レ ッ ト 等 の 機 器 の 総 称 を い う 。  

４  Ｗ Ｅ Ｂ 会 議 シ ス テ ム 等 と は 、イ ン タ ー ネ ッ ト 環 境 を 通 じ て 映 像・音

声 等 の や り 取 り が で き る コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ツ ー ル を い い 、発 注 者 が

第 ５ 条 の 事 前 協 議 に よ り 認 め た も の を い う 。  

５  監 督 員 に よ る 確 認 と は 、監 督 員 が 施 工 段 階 で 契 約 図 書 に 示 さ れ た 事

項 に つ い て 契 約 図 書 と の 適 合 を 確 か め る こ と を い い 、立 会 い と は 確 認

の た め に 監 督 員 が 臨 場 す る こ と を い う 。  

 

（ 適 用 範 囲 ）  

第 ３ 条  遠 隔 臨 場 は 、第 ４ 条 で 定 め る 工 事 標 準 仕 様 書 に 基 づ く「 段 階 確

認 」、「 材 料 確 認 」及 び「 施 工 状 況 把 握 」に 適 用 す る 。な お 、現 場 不

一 致 、事 故 の 報 告 時 等 、受 注 者 の 創 意 工 夫 等 、自 発 的 に 実 施 を 希 望 す

る と き は 、 監 督 員 の 承 諾 の う え 、 適 用 す る こ と が で き る 。 （ 参 考 １ ） 

 

（ 対 象 工 事 ）  

第 ４ 条  本 要 領 の 対 象 と な る 工 事 は 、豊 田 市 上 下 水 道 局 が 発 注 す る 工 事

の う ち 、第 ２ 項 に 定 め る 工 事 標 準 仕 様 書 を 適 用 す る 工 事 で 、請 負 契 約

後 に 受 注 者 か ら 事 前 協 議 が 行 わ れ 、 発 注 者 が 承 諾 し た 工 事 と す る 。  

２  前 項 に お け る 工 事 標 準 仕 様 書 は 、 次 の と お り と す る 。  

（ １ ） 土 木 工 事 標 準 仕 様 書 ： 愛 知 県 建 設 局  

（ ２ ） 水 道 管 工 事 標 準 仕 様 書 ： 豊 田 市 上 下 水 道 局  



（ ３ ） 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 標 準 仕 様 書 ： 豊 田 市 上 下 水 道 局  

（ ４ ） 公 共 建 築 工 事 標 準 仕 様 書 ： 国 土 交 通 省 大 臣 官 房 官 庁 営 繕 部 監 修  

 

（ 事 前 協 議 ）  

第 ５ 条  受 注 者 は 、施 工 計 画 書 の 提 出 に 先 立 ち 、遠 隔 臨 場 の 適 用 を 希 望

す る 段 階 確 認 、 材 料 確 認 及 び 施 工 状 況 把 握 の 項 目 、 現 場 の 通 信 環 境 、

使 用 す る 動 画 撮 影 用 の カ メ ラ 等 と Ｗ Ｅ Ｂ 会 議 シ ス テ ム 等 の 仕 様 に つ

い て 、 工 事 打 合 簿 に よ り 事 前 協 議 を 行 う も の と す る 。 （ 参 考 ２ ）  

（ １ ） 現 場 の 通 信 環 境 の 確 認  

   受 注 者 は 遠 隔 臨 場 の 実 施 現 場 に お い て 、使 用 す る Ｗ Ｅ Ｂ 会 議 シ ス

テ ム 等 の 通 信 状 況 に つ い て 確 認 す る 。  

（ ２ ） 遠 隔 臨 場 の 実 施 回 数  

   遠 隔 臨 場 の 実 施 回 数 は 、受 発 注 者 が 協 議 し て 定 め る も の と し 、回

数 に 上 限 は 設 け な い が 、監 督 員 教 育 の た め 、す べ て を 遠 隔 臨 場 と す

る こ と が な い よ う に す る 。  

（ ３ ） 使 用 す る 機 種 と 仕 様  

発 注 者 は 、発 注 者 が 保 有 す る イ ン タ ー ネ ッ ト 通 信 が 可 能 な タ ブ レ

ッ ト 端 末 等 を 使 用 す る 。受 注 者 は 、受 注 者 が 使 用 す る 表 － １ の 仕 様

を 満 足 す る 動 画 撮 影 用 カ メ ラ と 、表 － ２ の 仕 様 を 満 足 す る Ｗ Ｅ Ｂ 会

議 シ ス テ ム 等 に つ い て 準 備 す る 。た だ し 、表 － １ の 動 画 撮 影 用 カ メ

ラ に 関 す る 仕 様 に つ い て 、夜 間 施 工 等 に お け る 赤 外 線 カ メ ラ や 水 中

に お け る 防 水 カ メ ラ 等 を 使 用 す る 場 合 は 、別 途 、受 発 注 者 間 で 協 議

す る も の と す る 。ま た 、ヘ ッ ド マ ウ ン ト デ ィ ス プ レ イ 型 の カ メ ラ を

使 用 し た 場 合 の 移 動 は 周 辺 や 足 下 等 の 確 認 が 困 難 な た め 、安 全 に 十

分 配 慮 す る も の と す る 。  

（ ４ ） Ｗ Ｅ Ｂ 会 議 シ ス テ ム 等 の 費 用 等 に つ い て  

受 注 者 の 通 信 環 境 の 整 備 ・ 運 用 は 受 注 者 で 行 う も の と す る 。  

ま た 、利 用 す る ツ ー ル の 仕 様 に つ い て は 、発 注 者 が 保 有 す る イ ン

タ ー ネ ッ ト 通 信 が 可 能 な タ ブ レ ッ ト 端 末 等 で 利 用 が 可 能 で あ り 、発

注 者 の 利 用 に 際 し て 通 信 費 以 外 の 費 用 が 新 た に 生 じ な い も の を 受

注 者 が 選 定 す る も の と す る 。  

な お 、利 用 す る ツ ー ル に つ い て 、発 注 者 が 保 有 す る ダ ブ レ ッ ト 端

末 等 に ソ フ ト ウ ェ ア を イ ン ス ト ー ル す る 際 は 、情 報 シ ス テ ム 資 産 管

理 台 帳 に よ る ソ フ ト ウ ェ ア 使 用 申 請 を 行 う も の と す る 。  

 



＜ 表 － 1 動 画 撮 影 用 の カ メ ラ に 関 す る 仕 様 ＞  

項  目  仕  様  備 考  

映  像  

画 素 数 ： 640×480以 上  

※ 目 的 物 の 判 別 が 可 能 な 場 合 は 、発 注 者 と 受 注

者 の 協 議 の 上 、 320×240以 上 で も 可  

カ ラ ー  

フ レ ー ム レ ー ト ※ １ ： １ ５ fps以 上  

※ 目 的 物 の 判 別 が 可 能 な 場 合 は 、発 注 者 と 受 注

者 の 協 議 の 上 、 ５ fps以 上 で も 可  

 

音  声  
マ イ ク  ： モ ノ ラ ル （ １ チ ャ ン ネ ル ） 以 上   

ス ピ ー カ ： モ ノ ラ ル （ １ チ ャ ン ネ ル ） 以 上   

  ※ １  動 画 に お い て 、 単 位 時 間 に 使 用 す る フ レ ー ム 数 （ コ マ 数 ） の 数 （ 静 止

画 像 数 ） を 示 す 数 値 。  

通 常 、 １ 秒 あ た り の 数 値 で 表 す 。（ 単 位 ： fps = F r a m e  P e r  S e c o n d）  

数 値 が 大 き い ほ ど な め ら か な 動 画 と な る 。  

 

＜表－２ スマートフォン向けのＴＶ電話やＷＥＢ会議システムに関する仕様＞ 

項  目  仕  様  備 考  

映 像 ・ 音 声  転 送 レ ー ト （ VBR） ： 平 均 １ Mbps以 上   

 

（ 施 工 計 画 書 へ の 記 載 と 通 信 状 態 の 確 認 ）  

第 ６ 条  受 注 者 は 、第 ５ 条 に 規 定 す る 事 前 協 議 で 合 意 が な さ れ た 内 容 に

つ い て 、施 工 計 画 書「（ ６ ）施 工 方 法（ ウ ）監 督 員 に よ る 段 階 確 認 等 」

の 確 認 方 法 に「 遠 隔 臨 場 」と 記 載 し 、提 出 す る も の と す る 。（ 参 考 ３ ） 

ま た 、受 注 者 は 、受 注 者 側 の 動 画 撮 影 用 の カ メ ラ と 発 注 者 側 も 含 め

た Ｗ Ｅ Ｂ 会 議 シ ス テ ム の 通 信 環 境 に つ い て 整 備 し 、双 方 向 の 通 信 状 態

に 問 題 な い こ と を 確 認 す る も の と す る 。  

 

（ 遠 隔 臨 場 の 実 施 ）  

第 ７ 条  受 注 者 は 、以 下 の 手 順 に 従 い 、遠 隔 臨 場 を 実 施 す る も の と す る 。 

（ １ ） 実 施 日 時 等 の 事 前 通 知  

受 注 者 は 、施 工 計 画 書 で 定 め た 遠 隔 臨 場 に よ る 段 階 確 認 、材 料 確

認 及 び 施 工 状 況 把 握 の 臨 場 日 の ３ 日 前 ま で に 、監 督 員 へ 電 話 や メ ー

ル 等 に よ り 、実 施 日 時 、実 施 箇 所（ 場 所 ）及 び 必 要 と す る 資 料 に つ

い て 確 認 を 行 う も の と す る 。  



な お 、監 督 員 に よ る 確 認・ 立 会 の 実 施 時 間 は 、原 則 と し て 、監 督

員 の 勤 務 時 間 内 と す る が 、や む を 得 な い 理 由 が あ り 監 督 員 が 認 め た

場 合 は こ の 限 り で は な い 。  

（ ２ ） 実 施 現 場 の 確 認  

   実 施 現 場 に お け る 確 認 箇 所 の 位 置 関 係 を 把 握 す る た め 、受 注 者 は

実 施 前 に 実 施 現 場 周 辺 の 状 況 を 伝 え 、監 督 員 は 周 辺 の 状 況 を 把 握 し

た こ と を 受 注 者 に 伝 え る も の と す る 。  

（ ３ ） 遠 隔 臨 場 の 実 施 方 法  

受 注 者 は 、「 工 事 名 」、「 工 種 」、「 確 認 内 容 」、「 設 計 値 」、「 測 定 値 」

や「 使 用 材 料 」等 の 必 要 な 情 報 を 、適 宜 黒 板 等 を 用 い て 表 示 す る も

の と す る 。記 録 に あ た り 、必 要 な 情 報 を 冒 頭 で 読 み 上 げ 、監 督 員 に

よ る 実 施 項 目 の 確 認 を 得 る こ と 。終 了 時 に は 、確 認 箇 所 の 内 容 を 読

み 上 げ 、監 督 員 に よ る 実 施 項 目 の 確 認 を 得 る こ と 。な お 、監 督 員 が

十 分 な 情 報 を 得 ら れ な か っ た と 判 断 し た 場 合 に は 、受 注 者 に そ の 旨

を 伝 え 、 通 常 ど お り の 臨 場 を 実 施 す る 。  

（ ４ ） 実 施 の 記 録  

監 督 員 は 遠 隔 臨 場 を 実 施 し た 記 録 と し て 、［ 段 階 確 認 ・ 施 工 状 況

把 握 ］報 告 書 の 確 認 方 法 に「 遠 隔 臨 場 」と 記 載 し 、実 施 年 月 日 を 記

載 す る も の と す る 。  

な お 、［ 段 階 確 認 ・ 施 工 状 況 把 握 ］ 報 告 書 に は 、「「 臨 場 」 立 会 の

立 会 状 況 写 真 は 、工 事 完 了 写 真 と し て の 提 出 の み と し 、［ 段 階 確 認 ・

施 工 状 況 把 握 ］報 告 書 へ の 添 付 は 必 要 な い 。」と の 記 載 が あ る た め 、

遠 隔 臨 場 の 場 合 は 、監 督 員 の 画 面 を 表 示 さ せ た 状 態 で ス ク リ ー ン キ

ャ プ チ ャ し た 画 像 デ ー タ を 保 存 し 、工 事 完 了 写 真 と し て 提 出 す る も

の と す る 。  

 

（ 費 用 負 担 ）  

第 ８ 条  遠 隔 臨 場 に 要 す る 機 器 、通 信 環 境 の 整 備 等 に 関 す る 費 用 は す べ

て 受 注 者 の 負 担 と す る 。 た だ し 、 受 注 者 か ら の 請 求 が あ っ た 場 合 に 、

従 来 の 確 認・立 会 い に 要 す る 費 用 と し て 共 通 仮 設 費 に 率 計 上 さ れ て い

る 以 外 の 費 用 で 、追 加 で 必 要 で あ る と 監 督 員 が 認 め た 場 合 は 変 更 で 技

術 管 理 費 に 積 上 げ 計 上 す る こ と が で き る 。な お 、こ の 場 合 の 費 用 の 計

上 は 、 以 下 の 項 目 に つ い て 受 注 者 か ら の 見 積 に よ る も の と す る 。  

（ １ ）機 器 の 賃 料 又 は 購 入 費 用（ 購 入 費 用 の 場 合 は 、機 器 の 耐 用 年 数 に

対 す る 使 用 期 間 割 合 を 乗 じ た 額 以 内 と す る 。 ）  



   ※ 機 器 の 耐 用 年 数 は 、 国 税 庁 Ｈ Ｐ の 「 耐 用 年 数 表 」 を 参 照  

（ ２ ） 通 信 費 （ 遠 隔 臨 場 に 要 し た 分 の 実 費 ）  

（ ３ ） そ の 他 （ 遠 隔 臨 場 に 要 し た ラ イ セ ン ス 代 、 使 用 料 等 の 実 費 ）  

 

（ 工 事 成 績 評 定 ）  

第 ９ 条  本 試 行 に 基 づ く 遠 隔 臨 場 を 実 施 し た 場 合 は 、工 事 成 績 評 定 に お

け る 考 査 項 目 ５ ． 創 意 工 夫 の 施 工 の 「 １ ５ .Ｉ Ｃ Ｔ （ 情 報 通 信 技 術 ）

を 活 用 し た 情 報 化 施 工 を 取 り 入 れ た 工 事 」と し て 評 価 し 、２ 点 の 加 点

と す る 。た だ し 、監 督 員 の 判 断 で 通 常 の 臨 場 に 変 更 し た 事 実 が あ る 場

合 は 、そ の 他 で「 遠 隔 臨 場 へ の 取 組 実 施 」と し て 評 価 し 、１ 点 の 加 点

と す る 。  

 

（ 留 意 事 項 ）  

第 １ ０ 条  遠 隔 臨 場 の 実 施 に 際 し て は 、以 下 に 留 意 し な け れ ば な ら な い 。 

（ １ ）受 注 者 は 、被 撮 影 者 で あ る 当 該 工 事 現 場 の 作 業 員 に 対 し て 、撮 影

の 目 的 、 用 途 等 を 説 明 し 、 受 注 者 の 責 任 に お い て 承 諾 を 得 る こ と 。 

（ ２ ）動 画 撮 影 用 の カ メ ラ の 使 用 は 意 識 が 対 象 物 に 集 中 し 、足 元 等 へ の

注 意 が 薄 れ 事 故 に つ な が る 場 合 が あ る た め 、撮 影 し な が ら の 移 動 に

は 十 分 に 留 意 す る こ と 。ま た 、作 業 員 の プ ラ イ バ シ ー を 侵 害 す る 音

声 情 報 が 配 信 さ れ る 場 合 が あ る た め 留 意 す る こ と 。  

（ ３ ）受 注 者 は 、施 工 現 場 外 が で き る 限 り 映 り 込 ま な い よ う に 留 意 す る

こ と 。 特 に 公 道 上 で の 掘 削 工 事 な ど で は 、 通 行 す る 歩 行 者 、 車 両 、

近 接 す る 民 家 の 映 り 込 み に 十 分 注 意 す る こ と 。  

（ ４ ）受 注 者 は 、公 的 で は な い 建 物 の 内 部 等 見 ら れ る こ と が 予 定 さ れ て

い な い 場 所 が 映 り 込 み 、人 物 が 映 っ て い る 場 合 は 、人 物 の 特 定 が で

き な い よ う に 留 意 す る こ と 。監 督 員 は 、公 的 で な い 建 物 の 内 部 、人

物 が 映 っ て い る 映 像 が 見 ら れ た 場 合 は 、速 や か に 受 注 者 に 伝 え 、改

善 さ せ る も の と す る が 、改 善 が 困 難 、又 は 不 可 能 な 場 合 は 遠 隔 臨 場

を 中 止 す る も の と す る 。  

（ ５ ）こ の 要 領 に 定 め る 内 容 に よ り が た い 場 合 は 、適 宜 発 注 者 と 受 注 者

で 協 議 す る こ と 。  

 

附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 領 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



 （ 要 領 の 廃 止 ）  

２  豊 田 市 上 下 水 道 局 建 設 現 場 の 遠 隔 臨 場 に 関 す る 試 行 要 領 は 廃 止 す

る 。  



（ 参 考 １ ） 適 用 範 囲 に つ い て 解 説  

 

１ ） 段 階 確 認  

  設 計 図 書 に 示 さ れ た 施 工 段 階 に お い て 、監 督 員 が 臨 場 等 に よ り 、出

来 形 、 品 質 、 規 格 、 数 値 等 を 確 認 す る こ と を い う 。  

   

２ ） 材 料 の 確 認  

  設 計 図 書 に お い て 、監 督 員 の 試 験 も し く は 確 認 及 び 承 諾 を 受 け て 使

用 す る こ と を 指 定 さ れ た 工 事 材 料 に つ い て 、見 本 ま た は 品 質 を 証 明 す

る 資 料 の 提 出 を 受 け 、監 督 員 が 臨 場 に よ り 、現 物 を 確 認 す る こ と を い

う 。  

  ま た 、 監 督 員 が 立 会 い 、 材 料 の 試 験 を 実 施 す る こ と を い う 。  

な お 、工 場 制 作 工 に お い て 、鋼 材 に Ｊ Ｉ Ｓ マ ー ク 表 示 の な い も の を

遠 隔 臨 場 に よ り 確 認 す る 場 合 は 、 以 下 の 内 容 を 確 認 す る 。  

・鋼 材 に 製 造 ロ ッ ト 番 号 等 が 記 さ れ 、か つ 、こ れ に 対 応 す る ミ ル シ ー

ト 等 が 添 付 さ れ て い る も の に つ い て は 、 ミ ル シ ー ト 等 に よ る 品 質 確

認 及 び 現 物 に よ る 員 数 、 形 状 寸 法 の 確 認  

・鋼 材 の 製 造 ロ ッ ト 番 号 等 が 不 明 で 、ミ ル シ ー ト 等 と の 照 合 が 不 可 能

な も の の う ち 、 主 要 構 造 部 材 と し て 使 用 す る 材 料 に つ い て は 、 機 械

試 験 に よ る 品 質 確 認 及 び 現 物 に よ る 員 数 、 形 状 寸 法 確 認 に よ る 材 料

確 認  

・ 上 記 以 外 の 材 料 に つ い て は 、 現 物 に よ る 員 数 、 形 状 寸 法 確 認  

 

３ ） 施 工 状 況 把 握  

設 計 図 書 に 定 め ら れ た 施 工 状 況 把 握 に お い て 、監 督 員 が 原 則 と し て

臨 場 に て 施 工 状 況 を 把 握 す る こ と を い う 。  

 

４ ） 現 場 不 一 致  

  設 計 図 書 の 内 容 と 現 場 が 一 致 せ ず 、監 督 員 の 確 認 を 必 要 と す る こ と

を い う 。  

 

 



（ 参 考 ２ ） 工 事 打 合 簿 に よ る 事 前 協 議 の 記 載 例  

 

 

 

 

必 要 に 応 じ て 、 資 料 な ど を 添 付 し 監 督 員

の 確 認 を 受 け る こ と 。  

現 場 と 当 課 と の 通 信 状 況 を 確 認 し 、問 題 が 無 け れ ば 実 施 を 認 め ま す

の で 、 一 度 テ ス ト を 実 施 し ま す 。  

実 施 を 認 め る に 際 し て 、 条 件 が あ れ ば 処 理 ・ 回 答 欄

に 記 載 す る 。  

特 記 仕 様 書 第 １ ７ 条 は 参 考 ４ を 参 照  



（ 参 考 ３ ） 施 工 計 画 書 へ の 記 載 例  

 

（ ６ ） 施 工 方 法  

 （ ウ ） 監 督 員 に よ る 段 階 確 認 等  

  ａ ）下 表 に 示 す 確 認 時 期 に お い て 、監 督 員 に よ る 段 階 確 認 を 受 け る 。 

種 別  細 別  項 目  実施予定時期 
確 認 方 法  

（臨場・机上、施工管理） 
実施年月日 

開 削 工  管 布 設 工  中間検査記録様式 ○ 月 上 旬  遠 隔 臨 場   

人孔設置工 
基 礎 工  

基礎仕上がり 

砕石基礎幅 

砕石基礎厚 
○ 月 中 旬  臨 場   

舗 装 工  下層路盤工 
プルフローリング

実 施 状 況  
○ 月 上 旬  遠 隔 臨 場   

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

 

  遠 隔 臨 場 で 使 用 す る 機 器 と 配 信 シ ス テ ム の 仕 様 は 以 下 の と お り 。  

記 録 機 器  項  目  仕  様  備 考  

i-P ad  

映 像  
画 素 数 ： 640× 48 0以 上  

フ レ ー ム レ ー ト ： １ ５ fps以 上  
 

音 声  
マイク：モノラル （１チャンネル） 以上 

スピーカ：モノラル（１チャンネル）以上 
 

 

配信システム 項  目  仕  様  備 考  

Zoo mﾐ ｰﾃ ｨﾝ ｸﾞ  映像・音声 転送レート（VBR）：平均１Mbps以上  

 

  遠 隔 臨 場 の 実 施 方 法 は 以 下 の と お り 。  

  ・ 遠 隔 臨 場 の 実 施 に 先 立 っ て は 、 事 前 に 監 督 員 と の 双 方 応 通 信 の 状

況 確 認 を 行 う 。  

  ・ 監 督 員 が 現 場 に お け る 確 認 箇 所 の 位 置 関 係 を 把 握 で き る よ う に す

る た め に 、 遠 隔 臨 場 の 実 施 前 に 現 場 周 辺 の 状 況 を 伝 え 、 監 督 員 の

周 辺 状 況 の 把 握 に 努 め る 。  

  ・ 「 工 事 名 」 、 「 工 種 」 、 「 確 認 内 容 」 、 「 設 計 値 」 、 「 測 定 値 」

や 「 使 用 材 料 」 等 の 必 要 な 情 報 に つ い て 、 適 宜 黒 板 等 を 用 い て 表

示 す る 。 記 録 に あ た り 必 要 な 情 報 を 冒 頭 で 読 み 上 げ 、 監 督 員 に よ

る 実 施 項 目 の 確 認 を 得 る 。 終 了 時 に は 、 確 認 箇 所 の 内 容 を 読 み 上

げ 、 監 督 員 に よ る 実 施 項 目 の 確 認 を 得 る 。  

  ・ 遠 隔 臨 場 が 行 わ れ た 証 拠 と し て 、 終 了 時 に 監 督 員 の 画 面 を 表 示 さ

せ た 状 態 で ス ク リ ー ン キ ャ プ チ ャ し た 画 像 デ ー タ を 保 存 し 、 工 事

完 了 写 真 と し て 提 出 す る 。  



（ 参 考 ４ ） 特 記 仕 様 書 の 記 載  

 

  


